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近年，漁業においては種々の漁撈機器の導入等による

作業の省力化が図られ，労働強度は大幅に軽減されつつ

ある。しかし，他産業と比較して必ずしも労働環境が整

備されているとは言いがたい。

一方，こうした急速な機械化や漁業固有の海上での厳

しい労働環境に起因すると考えられる労働災害も発生し

ている。しかし，漁業労働災害（以下労災）に関しては

三輪1）の報告等があるものの，とくに船員法の適用除外

となっている総トン数10トン未満の小型漁船を使用する

沿岸漁業における労災の実態は明らかにされていない。

本報告では福岡県豊前海区における沿岸漁業の労災の

現状を把握し，漁業労働環境の向上および労災の減少を

図ることを目的に，今後の課題と防止対策について検討

を行い，若干の知見を得たので報告する。

なお，資料提供の便宜を図っていただき，また本報告

の取りまとめに際し，多くの貴重な助言をいただいた全

国共済水産業協同組合連合会福岡県事務所（以下共水連）

の花田所長代理，吉村次長代理，板矢業務係長に厚くお

礼申し上げる。

資料および方法

資料は，1988～，94年度の共水連の漁協別共済金支払

実績表（「チョコー」・「ノリコー」，以下共済実績表）

を用いた。

共水連の共済加入には漁船のトン数制限がないため，

船員法111条に基づく災害疾病発生状況報告書（以下111

条統計）では把握できない10トン未満（原則として船員

法の適用除外となるトン数）の小型漁船の労災実態が把

握できる。なお，不明な点については，極力労災発生当

時の状況を再現するため，漁協職員等から聞き取り調査

を実施した。

111条統計では休業日数が報告されている。しかし，

共済実績表には入院および通院日数の記載はあるが，休

業日数は記載されていない。そこで，共済実績表の各種

労災における休業日数を，次の簡便式2）によって求め

た。

休業日数＝（入院日数）＋（通院日数）×1．7

以下解析にあたっての条件は次のとおりとする。

①海難事故は労災として取り扱った。

②共済実績表の労災報告件数を，便宜上労災発生件数

とした。

③労災種類の区分は，労働省安全課の「労働災害分類

の手引」3）に従った。

④女性就業者の労災については，男女間の労働内容の

違いや女性就業者だけで十分な解析を行うには事例が

少ないことなどから，本報告では除外した。

結果および考察

1.労災の現状

豊前海区における労災の現状を項目別に検討した。

（1）年度別

年度別労災発生件数の推移を図日こ示した。’88～

’94年度における労災の総発生件数は41件であった。し

かし，共済未加入者の労災や共済規程上除外される5日

未満の入院および10日未満の通院など未報告の労災はか

なり発生していると思われる。年度別にみると，’91年
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年　度

図1　年度別労災発生件数の推移

度を除きほぼ6件程度で推移している。

共済実績表については労災発生後1～2年経過して報

告される事例も多く，とくに最新年の，94年度について

は，過去の例からも実際には6～7件の発生が見込まれ，

減少傾向は認められない。共済加入率はほぼ一定と考え

られ，一方漁業就業者は大幅に減少していることか

ら，4）漁業者一人当たりの労災発生頻度はむしろ増加し

ているといえる。

（2）月別
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図2　月別労災発生件数

月別発生件数を図2に示した。労災発生件数は3～8

月に多く，9～2月に少ない傾向が見られた。

全国的には5月および9～11月に多く，当海区は全国

と異なる傾向を示した。しかし，豊前海区と同様に漁船

漁業主体の福岡県筑前海区とは，類似した変動傾向を示

した。2）豊前海区における各種漁業の盛漁期はそれぞれ

異なるが，一般的には表1に示したように5～7月およ

び9～12月である。労災の多い3月や8月は漁閑期に当

たり，出漁日数は少ない。この時期に労災が多い原因は

表1豊前海区の主要漁業・養殖業の実態

項 目

漁業種類

使用漁船

規　 模

（トン）

1統当たり

漁 船 数

（隻）

1統当たり

乗組員数

（人）

操　 業

時間帯

（昼夜）

漁拶体数

（養殖業 ：

経営体）

延　 べ

出漁日数

（日）

生 産 量

（トン）

生 産 額

（万円）

漁　　　 期　 （月）

4
llli 5

l

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

小型底 びき網

（2 種）

3 ～5 1 1 ～ 2 昼夜間 173 13，707 876 83，744
　　、

小型底 びき網

（3 種）

3 ～5 1 1 ～ 2 昼　 間 191 14，192 920 77，250

刺　　　　 網 1 ～3 1 1 ～ 2 昼夜間 169 13，514 432 34，249 一dp－r

小 型 定 置 網 1 ～ 3 2 1 ～ 4 昼夜間 175 70 7 5 3，79 1
ノr　　　‾　、

1 そ う ご ち網 3 ～ 5 1 1 ～ 2 昼　 間 6 5 39 2 0 1，37 8
llllll

その他船び き網 3 ～ 5 2 2 ～ 4 夜　 間 49 1，7 07 8 1 6，34 9

採　　　　 貝 1 ～ 2 1 1 ～ 2 昼　 間 1 88 57 9 2 0，47 1
1　、　．

か　　　　　 ご 2 ～ 3 1 2 昼夜 間 12 6 11，6 57 32 4 29 ，15 8
lllIl

ノ リ　 養　 殖 1 ～ 3 1 2 昼夜 間 1 17 1，0 63（生） 2 1，87 2

カ　 キ　 養　 殖 1 ～ 3 1 2 昼　 間 4 8 6 26（売附 ） 25 ，53 1

＊「第39次福岡農林水産統計年報（水産編）」，「福岡県の漁具・漁法上「豊前海区の漁業調整の手引き」および聞き取り調査により作成
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不明である。

（3）時間帯別

時間帯別発生件数の推移を図3に示した。労災発生が
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図3　時間帯別労災発生件数

最も多い時間帯は10～11時台，次に14～15時台であり，

昼食時間帯をはさんで多発している。労災は動作をかえ

るとき発生しやすいといわれており，操業→昼食準備や

後かたづけ，昼食後の休憩→操業開始等の作業内容変更

も労災要因として考えられる。なお，夜間操業時に相当

する18～5時台の発生件数は少ない。

全国さらに県内筑前・有明両海区では，発生ピークが

午前2回・午後1回の計3回で，12時台，19時以降には

少ないという特徴があり，2・5・6）当海区においてもほぼ

同様の傾向を示した。

このような一日の時刻別労災発生状況は，沿岸漁業の

操業状態を強く反映した結果と考えられる。他の陸上産

業でも，労災の発生状況を時刻別に区分すると，ほぼ同

様な結果が得られている。5）一方，人間の生体的な活動

水準は，1日の中で変動していることが明らかになって

いる。これは，自分の意志で調節できるのではなく自然

の周期として存在している。5）労災の発生には，このよ

うな人間の活動水準の変動も影響していると考えられて

いる。

（4）場所別

場所別発生割合を図4に示した。場所別には海上が49

％と最も多く，次に陸上29％，漁港内22％となった。海

上＞漁港内＞陸上の順となる全国および筑前海区

や，2・5）陸上＞海上＞漁港内の順となる有明海区とは，

異なる傾向を示した。これは，漁船漁業主体の筑前海区，

ノリ養殖主体の有明海区と異なり，表1に示したように

漁船漁業を主体としながらも，ノリ・カキ養殖等多様な

漁業種類がある豊前海区特有の漁業実態を反映した結果

図4　場所別労災発生割合

と考えられる。

漁港内や陸上では労災発生後迅速な治療などの対応が

可能なため，海上における労災防止対策が最も重要であ

る。労災を大幅に減少させるには，海上での労災をいか

に未然に防止するかが鍵となる。

（5）年齢別

被災者および就業者の年齢構成を図5に示した。なお

10～　　20～　　30～　　40～　　50～　　60～（歳）
年　齢

図5　被災者と就業者全体との年齢構成の比較

豊前海区の男性就業者の数値については，第8次と第9

次の漁業センサス数値から，本報告の調査期間の中間年

度となる’91年度の数値を推定して用いた。就業者数と

被災率とを年代別に比較すると，被災率は40歳代では高

く，50歳代以上では低いのが特徴であった。

40歳代における労災の漁業種類別割合をみると，小型

底びき網による労災が83％を占めていた。50歳代以上に

ついてみると小型底びき網漁業の割合は39％と低く，残
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りはかご，採貝等の小規模な漁業が主体となっている。

沿岸漁業において女性就業者の存在は無視できない。

とくに後継者不足が懸念される将来，女性就業者への依

存度はますます高くなると考えられる。本報告で除外し

た女性就業者の労災については，今後他海区分を含め事

例が収集できた時点でその労働実態とあわせて現状の把

握さらに課題の検討を行う必要があろう。

（6）災害種類別

災害種類別発生割合を図6に示した。最も多かったの

図6　災害種類別発生割合

は転倒で41％，次に転落10％が続く。全国および筑前。

有明両海区においては，沿岸漁業の二大労災ともいわれ

る転倒・はさまれ事故が1・2位を占めており，2・5・6）

はさまれ事故が少ないのが特徴となっている。当海区に

おいてはさまれ事故が少ないのは，原因となる大がかり

な漁撈機器を使用する漁業が少ないためと考えられる。

なお，転倒事故の対策には，甲板の滑り止め等が応急処

置として有効であろう。

（7）漁業種類別

被災時に従事していた漁業種類別発生割合を図7に示

した。小型底びき網による労災が54％と過半数を占め，

次いでノリ養殖15％，カキ養殖10％と続く。

小型底びき網に労災が多い要因としては，他の漁業と

比較して操業時間が長い，労災の要因となる大がかりな

漁撈機器の使用が多い，波浪の大きい沖合域での操業が

多い等があげられる。なお，全国的な傾向をみると定置

網，底びき網，刺網，採介藻が，5）筑前海区では2そう

ごち網，中型まき網，刺網，小型底びき網が，2）有明海

区ではノリ養殖が6）上位を占める。豊前海区における労

図7　漁業種類別労災発生割合

災を大幅に減少させるには，小型底びき網の労災をいか

に防止するかが課題となる。

（8）作業種類別

被災時の作業種類別発生割合を図8に示した。操業中

図8　作業種類別労災発生割合

が24％と最も多く，次いで修理整備中が17％で続く。

筑前海区では操業中が48％，2）有明海区では荷役作業

中が14％，6）また本報告とはやや区分が異なるものの，

全国的な傾向としては漁具・漁網取扱関係作業が26％5）

で最も多くなっている。

（9）けが種類別

主なけがの種類別発生割合を図9に示した。骨折が24

％と最も多く，次いで捻挫が12％で続く。
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骨折事故が多いということは，必然的にその後長期間

の休漁を余儀なくされる事例が多いことを意味している。

近年，漁業者の高齢化が急速に進行しており，4）骨折の

占める割合が今後も変わらないとすれば，けがによる休

漁期間は年々長期化することが予測される。

(10)　けが部位別

主なけがの部位別発生割合を図10に示した。腰部と手

図10　主なけが部位別労災発生割合

指部（手首含む）が各22％と最も多くなっている。

漁業者に対する聞き取り調査の結果，県内他海区と比

較して高齢層の割合が高い豊前海区において，長年漁業

を営んできた代償ともいえる腰痛に悩む漁業者の多さが

明らかとなった。高齢層の漁業者は常に腰痛の不安を抱

えている。青年層の漁業者であれば何でもない些細な事

故が引き金となり腰部に無理がかかり，後述するような

長期休業に直結してしまう。宮本6）が有明海区における

手指部（手首含む）のけがの多さとノリ加工作業との関

連を指摘したように，豊前海区における腰部のけがの多

さは，豊前海区の深刻な高齢化問題の一端が顕在化した

結果と考えられる。

（11）休業日数別

休業日数別発生割合を図11に示した。不明分の22％は，

図11　休業日数別労災発生割合

共済金支払請求時点で入院中もしくは通院中のため，日

数が特定できなかった労災である。2～3カ月が20％と

最も多く，次いで3カ月以上，1～2カ月と続き，1カ

月以上が過半数を占める。つまり，いったん労災が発生

すると数力月単位で休漁しなければならず，漁業種類に

よってはその年の漁期を逃す場合さえある。また復帰後

は遅れを取り戻そうと無理を繰り返し，再被災率を高め

てしまうという悪循環となる。このような面からも，労

災は未然に防止することが最善の策といえる。筑前・有

明両海区の上位3種類は，1～2カ月，2週間～1カ月，

3カ月以上と一致しており，2・6）豊前海区における長期

休業労災の発生割合が両海区と比較して高くなっている。

このことは，前述したように豊前海区における漁業者の

高齢化を反映しているためと考えられる。

次に，漁業種類別の労災1件当たり平均休業日数を表

2に示した。なお，入・通院中および死亡の場合は除外

して算出した。かごが110日と最も長く，次いで小型定

置網77日，カキ養殖76日と続く。豊前海区全体の労災1

件当たり平均休業日数は63日で，筑前・有明両海区の50
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表2　漁業種類別災害1件当たり平均休業日数

漁業種類　　　　　　災害件数率　　　平均休業日数

小型底びき網

ノ　リ　養　殖

カ　キ　養　殖

採　　　　　貝

か　　　　　　ご

小型定置網

件6
　
5
　
3
　
3
　
2
　
2

1 58．3

51．5

76．4

56．6

109．7

77．2

計　　　　　　　　　31　　　　　　　　63．3

＊死亡事故および休業日数不明事故を除く

日・60日を上回っており，これも高齢化の影響による結

果といえよう。

2．労災の問題点

豊前海区における労災の現状を分析し，以下の4つの

問題点について検討した。

（1）重大事故

本報告では，重大事故を漁業経営面に限定してとらえ，

全漁連の報告5）に従い，死亡および1件で複数人が被災

する事故と定義した。重大事故の事例は，小型底びき綱

における死亡事故1件のみ（引き上げた漁具のごみを除

去中，漁具とともに海中転落したもの）で，全体に占め

る割合は2％であり，筑前海区と比較して約3％低かっ

たが，2）有明海区とはほぼ同様であった。6）

重大事故が少ないのは，漁場があまり遠くなく航行時

間が短く，さらに内海性で比較的穏やかな漁場という条

件により，死に直結する海中転落や海難事故が少ないた

めと考えられる。

（2）複数被災経験

同一人物による複数被災経験の事例を表3に示した。

この7年間に6名（計12件）が被災し，全体の29％を占

めており，筑前・有明両海区の各12％・17％を大きく上

回っている。2・6）このうち1名（④）は，約2カ月半の短

期間に2回被災しており，また他の1名（⑥）は2年間

に同じ転倒事故を経験している。

筑前・有明両海区より高い割合を示すということは，

共済加入状況の違いを考慮しても，豊前海区における労

災発生頻度の高さを示している。指を針で引っかけた程

度では，けがをしたと認識するものはなく，1）このよう

な表面化しない事故も含めると，実際にはかなりの労災

が潜在していると考えられる。

今後は，これら小事故および労災につながらなかった

表3　同一人物による複数災害経験の事例

被災者経験数　被災年月　被災時年齢　災害種類　漁業種類 主なけが

1回目，88／5　　53歳

2　　’89／9　　54

挫
傷

捻
切

殖
殖

養
養

キ
　
〓
ノ

カ

　

ノ

倒
れまさ

転
は

’90／11　26

’92／1　　27

挫
舶板

捻
鯛

殖
殖

養
養

‖
ノ
　
キ

ノ

　

カ

落
倒

転
転

，88／12　　50　　分類不能　4感がき網

，94／7　　56　　薗劫と嘲虫巫甑びき綱

，94／7　　48　　落　下　4邸き綱

，94／10　　48　　こすれ　4鮮き綱

折
挫

骨
捻

網
　
網

き
き鮮

鮮

4

　

バ

．

倒
倒

転
転

4

　

ハ

h

U

5

　

　

5

ハ

h

U

 

O

O

／
／
1
　
3

∩

¶

U

　

9

事故（ビヤリ事故）の事例を，聞き取り調査等によりで

きる限り収集し，これを漁業関係者に周知させ，労災防

止の教訓とする必要がある。

（3）高齢者の労災

全国的な傾向としては，年齢が高くなるほど，労災が

発生すると死亡事故につながる事例が増加する。6）

豊前海区においても，漁業者の高齢化が急速に進行し

ており，4）今後死亡事故等の増加が懸念される。また労

災の増加は,漁業＝「3K職場」といった印象を若者に

浸透・増幅させ,後継者不足をますます加速させること

となろう。

高齢者には，自分の判断と調子で進めることができる

ような作業が向いているといわれており，7）豊前海区に

おいては，青壮年層との作業内容の役割分担等も考慮す

べきである。

中楯ら8）は，「漁業生産の重要な担い手である漁業労

働者に，安全で疲労の少ない作業条件を与えることが，

漁業労働力確保の要諦である」としている。今後予測さ

れる深刻な後継者不足を是正するためにも，重大事故に

つながる高齢者の労災をいかに防止するかが，重要な課

題である。

（4）一人操業

漁業者の一人操業化は，家族労働力の投入を最小にす

ることにより，余った労働力を他に振り向け漁家所得の

向上を図るものである。1）豊前海区においても，従来夫

婦二人操業の多かった小型底びき網では，家族労働力の

他産業への流出やそれを補う種々の省力機器の装備によ

り一人操業が定着してきた。

全国的な傾向としては，一人操業時の労災は底びき網，
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釣り，刺網の3業種に集中している。5）豊前海区における

基幹漁業は小型底びき網であるが，今後漁業者の高齢化

に伴いかご・刺網等への転業者の増加が予測されること

から，4）高齢者による一人操業時における労災の増加が

懸念される。

今回の資料からは，操業時の乗組員数を把握できなかっ

たため，今後は聞き取り調査等により多くの事例を収集

し，一人操業と労災発生との関係について検討する必要

がある。

3.今後の課題

豊前海区における労災の現状から，いくつかの問題点

が明らかとなった。

漁業が，漁船という狭い場所での煩雑な海上作業や夜

間操業等種々の厳しい条件を伴う労働である以上，労災

の発生をなくすことは不可能である。しかし，労災をな

くすという大きな目標に向け，可能な限り努力すること

は，漁業関係者全体の使命でもある。2）

筑前や有明両海区と同様に，豊前海区でも起因物の解

明,省力機器への適切な対応，支援体制の確立，小事故・

ビヤリ事故の事例収集・分析，共済・労働災害保険への

加入促進が今後取り組むべき重要課題となろう。2，6）

さらに，聞き取り調査の結果，下船時に漁港の未舗装

部分に足をとられ負傷した漁業者がいることが明らかと

なった。上記のように漁業者が即実行可能なソフト面を

主体にした対策に加え，行政においては安全で作業しや

すい漁港建設などハード面の対策も重要である。

要　　　　約

1）労災は’88～，94年度の7年間で，計41件発生した。

毎年度ほぼ6件程度と一定して発生しており，漁業就業

者数の大幅な減少などから，漁業者一人当たりの労災発

生頻度はむしろ増加していると考えられた。

2）場所別には，海上，陸上，漁港内での労災発生割合

はそれぞれ49％，29％，22％となり，全国および筑前・

有明両海区の労災と異なる傾向を示した。これは，漁船

漁業を主体としながらも，ノリ・カキ養殖等多様な漁業

種類がある豊前海区特有の漁業実態を反映した結果と考

えられた。

3）災害種類別には，転倒事故が41％を占め最も多く，

次に転落事故が続いており，全国および筑前も有明両海

区と比較してはさまれ事故が少ないのが特徴であった。

これは，豊前海区においては，はさまれ事故の原因とな

る大がかりな漁撈機器を使用する漁業が少ないためと考

えられた。

4）漁業種類別には，小型底びき網における発生割合が

54％と過半数を占め，小型底びき網の労災をいかに減少

させるかが海区全体の労災減少を図る鍵を振っていると

考えられた。

5）主なけがの部位別には，腰部と手指部（手首含む）

が各22％と最も多かった。腰部のけがの多さの要因とし

て，長年漁業を営んできたことによる腰痛との関連が示

唆された。

6）筑前・有明両海区と比較して長期休業労災の発生割

合が高くなっており，高齢化の影響が示唆された。

7）豊前海区において今後取り組むべき課題としては，

起因物の解明・省力機器への適切な対応，支援体制の確

立，小事故・ビヤリ事故の事例収集・分析，共済・労働

災害保険への加入促進が重要と考えられた。
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